
医
師
法
施
行
規
則
等

の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
　
新
旧
対
照
表

　

（抄
）

七
　
薬
剤
師
法
施
行
規
則

（昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
号
）

（抄
）

（免
許
の
申
請
手
続
）

第

一
条

　

（略
）

２
　
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

（
‐
田
川
回
創
劃
測
洲
期
劇
訓
劇
調

（
―
昭
利
コ
刊
利

鋼
引
劉
釧
ヨ
創
刊
刑
引
「
剣
刊
川
刻
司
ヨ
ーこ―
刑
ｄ
引
ｄ
引
同
期
引
劉
剖

（
―
劇

刊

「
―
引
同
期
日
割
引
「
Ｊ
劇
引
「
「
測
洲
副
利
国
日
の‐
調
利
剰
利
―こ―
馴
到
剖

副
利
洲
回
矧
ｄ
酬
酬
ｄ
測
割
矧
の‐
田
因
目
創
劃
―こ―
劃
引
ｄ
州
例
洲

（
―
調
劇
ヨ

引
洲
倒
剣
ｄ
刊
刊
引
「
―こｌ
ｄ
硼
ｄ
州
別
剌
倒
引

（
―
劇
刊

「
―
州
別
剌
倒
剤
「
ｄ

い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し

（住
民
基
本
台
帳
法

（昭
和
四
十
二

日
日
剃
劃
判
ゴ
目
釧
創
謝
司
コ
謝
劃
剰
ｄ
ロ
コ
∃
引
副

た
も
の
に
限
る
。
第
二
条
第
二
項
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

引
「

出‐
召
割
劃
畑
剤
邸
調
目
劉
州
劉
劉
引
ヨ
郷
引
馴
日

あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
と
す
る
。
）

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（免
許
の
申
請
手
続
）

第

一
条

　

（略
）

２
　
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

一
頁



二
～
四

　

（略
）

（略
）

（薬
剤
師
名
簿
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

第
二
条

　

（略
）

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

（中
長
期
在
留
者
及
び
特
別

永
住
者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
令
第
五
条
第

一
項
の
申
請
の
事
由
を

証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲

げ
る
者
に
あ

つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の

申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
ｃ
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｃ

３
　
第

一
項
の
申
請
書
に
は
、
登
録
免
許
税
の
領
収
証
書
又
は
登
録
免
許
税
の
額

に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（免
許
証
の
書
換
え
交
付
申
請
）

第
五
条

　

（略
）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

（中
長
期
在
留
者
及
び
特
別

永
住
者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
令
第
人
条
第

一
項
の
申
請
の
事
由
を

証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲

げ
る
者
に
あ

つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の

申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

41 31

略 略

二
～
四

　

（略
）

（略
）

（薬
剤
師
名
簿
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

第
二
条

　

（略
）

（新
設
）

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
登
録
免
許
税
の
領
収
証
書
又
は
登
録
免
許
税
の
額
に

相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（免
許
証
の
書
換
え
交
付
申
請
）

第
五
条

　

（略
）

（新
設
）

3121

略 略

二

頁



（免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

第
六
条
　
　
（略
）

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

（

住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

（中
長
期
在
留
者
及
び
特
別

永
住
者
に
あ
つ
て
は
い
同
法
第
二
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記

載
し
た
も
の
に
限
る
。
）

（出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。

）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｃ

（略
）

（略
）

（免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

第
六
条

　

（略
）

三

頁


